
政
令
第
百
十
三
号

不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
第
三
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及
び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
の

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
原
産
地
と
す
る
特
定
の
種
類
の
輸
入
貨
物
に
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
輸
入
貨
物
の
生
産
者
が
、
当
該
輸
入
貨
物
と
同
種
の
貨
物
を
生
産
し
て
い
る
中
華
人
民
共
和
国
の
産
業
に
お
い
て

当
該
同
種
の
貨
物
の
生
産
及
び
販
売
に
つ
い
て
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
（
第
十
条
の
二
に
お
い
て
「
中
華

人
民
共
和
国
特
定
貨
物
の
生
産
及
び
販
売
に
つ
い
て
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
こ
と

を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
価
格
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
十
条
第
一
項
前
段
」
の
下
に
「
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項
前
段
」
を
加
え
る
。



第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
華
人
民
共
和
国
を
原
産
地
と
す
る
特
定
の
種
類
の
輸
入
貨
物
の
生
産
者
に
よ
る
証
拠
の
提
出
等
）

第
十
条
の
二

中
華
人
民
共
和
国
を
原
産
地
と
す
る
特
定
の
種
類
の
輸
入
貨
物
に
対
す
る
調
査
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
輸
入
貨
物
の
生
産
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
生
産
者
」
と
い
う
。
）
は
、

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
又
は
告
示
さ
れ
た
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
期
限
ま
で
に
、
中
華
人
民
共
和
国
特
定
貨
物

の
生
産
及
び
販
売
に
つ
い
て
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
に
関
し
、
財
務
大
臣
に
対
し
、
証
拠
を
提
出
し
、
又

は
証
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
拠
を
提
出
し
、
又
は
証
言
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
証
拠
又
は

証
言
に
よ
り
証
明
し
よ
う
と
す
る
事
実
並
び
に
当
該
証
拠
又
は
証
言
を
秘
密
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
求
め
る
と
き
は
そ
の

旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

財
務
大
臣
は
、
前
項
前
段
の
調
査
の
期
間
中
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
生
産
者
に
対
し
、
中
華
人
民
共
和
国
特
定

貨
物
の
生
産
及
び
販
売
に
つ
い
て
市
場
経
済
の
条
件
が
浸
透
し
て
い
る
事
実
に
関
し
、
証
拠
を
提
出
し
、
又
は
証
言
を
す
る

こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
拠
を
提
出
し
、
又
は
証
言
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
証
拠

又
は
証
言
を
秘
密
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
求
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
。

３

財
務
大
臣
は
、
生
産
者
か
ら
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
証
言
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
又
は
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
生

産
者
に
証
言
を
求
め
る
場
合
は
、
証
言
の
聴
取
の
日
時
及
び
場
所
そ
の
他
証
言
の
聴
取
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
当
該
生
産

者
に
対
し
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
七
条
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
前
段
若
し
く
は
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
証
拠
又

は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
証
言
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
前
段
」
を
「
第
十
条
第
一
項
前
段
若
し
く
は
第
二
項
前
段
若
し
く
は
前
条
第
一
項
前
段

」
に
改
め
、
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
の
下
に
「
第
十
条
第
四
項
及
び
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




